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議案第 ２ 号 

 

   令和７年度 和泉市一般会計予算 

 

 令和７年度和泉市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３，２００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第

２表 継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することのできる事項、期間及び

限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

７，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   
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第　１　表　　歳入歳出予算

  １  歳  入 （単位：千円）

1

1 市民税

2 固定資産税

3 軽自動車税

4 市たばこ税

5 都市計画税

2

1 地方揮発油譲与税

2 自動車重量譲与税

3 森林環境譲与税

3

1 利子割交付金

4

1 配当割交付金

5

1 株式等譲渡所得割交付金

6

1 法人事業税交付金

7

1 地方消費税交付金

8

1 ゴルフ場利用税交付金

9

1 環境性能割交付金

10

1 国有提供施設等所在市町村助成

交付金

11

1 地方特例交付金

2 新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補塡特別交付金

202,400

7,612

地方特例交付金 210,012

国有提供施設等所在市町村助成 216,082

交付金 216,082

環境性能割交付金 105,000

105,000

ゴルフ場利用税交付金 38,000

38,000

地方消費税交付金 4,400,000

4,400,000

法人事業税交付金 510,000

510,000

株式等譲渡所得割交付金 400,000

400,000

配当割交付金 260,000

260,000

利子割交付金 70,000

70,000

250,000

31,476

地方譲与税 361,476

80,000

1,137,000

2,011,979

9,768,238

475,722

市税 25,079,276

11,686,337

款 項 金　　　額
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（単位：千円）

12

1 地方交付税

13

1 交通安全対策特別交付金

14

1 負担金

15

1 使用料

2 手数料

16

1 国庫負担金

2 国庫補助金

3 国庫委託金

17

1 府負担金

2 府補助金

3 府委託金

4 府交付金

18

1 財産運用収入

2 財産売払収入

19

1 寄附金

20

1 特別会計繰入金

2 基金繰入金

21

1 延滞金及び加算金

2 市預金利子

3 貸付金元利収入

4 受託事業収入 12,712

640

7,514

諸収入 455,266

13,002

335,840

4,200,683

1,335,000

繰入金 4,536,523

214,347

寄附金 1,335,000

財産収入 271,274

56,927

613,483

189,172

4,995,310

1,132,689

50,024

府支出金 6,930,654

17,346,588

4,011,398

392,981

国庫支出金 21,408,010

使用料及び手数料 1,164,223

771,242

分担金及び負担金 221,240

221,240

交通安全対策特別交付金 23,564

23,564

金　　　額

地方交付税 11,000,000

11,000,000

款 項
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（単位：千円）

5 雑入

22

1 市債 4,204,400

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 83,200,000

款 項 金　　　額

421,398

市債 4,204,400
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  ２  歳  出 （単位：千円）

1

1 議会費

2

1 総務管理費

2 徴税費

3 戸籍住民基本台帳費

4 選挙費

5 統計調査費

6 監査委員費

3

1 社会福祉費

2 児童福祉費

3 生活保護費

4 災害救助費

4

1 予防衛生費

2 環境衛生費

3 墓地管理費

4 上水道費

5

1 農業費

2 林業費

6

1 商工費

7

1 土木管理費

2 道路橋梁費

3 河川水路費

4 都市計画費

5 住宅費

8

1,008,136

消防費 1,986,300

2,068,671

216,410

2,209,099

425,318

土木費 5,732,635

230,319

358,843

40,083

商工費 425,318

128,173

農林水産業費 398,926

2,874,895

257,459

衛生費 6,148,605

2,888,078

7,923,341

7,978

17,384,487

16,865,650

34,824

民生費 42,181,456

194,683

146,458

637,556

453,417

総務費 8,595,277

7,128,339

議会費 428,449

428,449

款 項 金　　　額
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（単位：千円）

1 消防費

9

1 教育総務費

2 小学校費

3 中学校費

4 幼稚園費

5 社会教育費

6 保健体育費

10

1 農林施設災害復旧費

2 土木施設災害復旧費

11

1 公債費

12

1 災害援護資金貸付金

2 基金費

13

1 予備費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 83,200,000

予備費 100,000

100,000

7,000

1,250,817

5,556,034

諸支出金 1,257,817

2

公債費 5,556,034

災害復旧費 4

2

2,985,752

309,837

1,430,838

150,538

2,976,414

2,535,800

金　　　額

1,986,300

教育費 10,389,179

款 項
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 第 ２ 表　 継 続 費

総 額 年 度 年 割 額

千円 千円

令和７年度

令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度 144,210

令和１２年度 354,618

令和１３年度 1,615,482

令和１４年度

令和７年度 64,059

令和８年度 280,961

令和９年度 1,924,340

令和１０年度 3,757,892

令和１１年度 2,543,748

令和１２年度 2,798,024

令和１３年度 4,494,206

令和１４年度 240,880

2,114,310

款 項 事 業 名

2 総務費 1
総 務
管理費

（仮称）多世代交流拠点施設
整 備 事 業

7 土木費 5 住宅費
富秋中学校区等市営住宅等
集 約 建 替 事 業

16,104,110
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 第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 

事　　　　　　　項 期　　　　間

千円
令和 ７ 年度

～ 3,700
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 40,961
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 35,200
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 3,700
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 66,000
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 3,000
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 5,200
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 6,710
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 15,376
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 18,524
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 14,000
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 12,000
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 55,800
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 74,800
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 115,400
令和 ８ 年度

黒鳥山公園整備事業

土木技術補助委託事業

宮之前橋橋梁架替事業

（仮称）北松尾こども園改修事業

（仮称）北松尾こども園受変電設
備設置事業

観光アクションプラン後継計画策
定事業

農業振興地域整備計画策定事業

市税納付書等同封説明資料印刷事
業

市税データエントリー委託事業

障がい者計画等策定事業

情報系基盤システム改修事業

男女共同参画行動計画策定事業

旧消防本部庁舎除却事業

限    度    額

人権教育・啓発推進計画策定事業

市税納付書等印刷及び封入封緘事
業
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事　　　　　　　項 期　　　　間

千円
令和 ７ 年度

～ 39,600
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 190,000
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 25,300
令和 ８ 年度

令和 ７ 年度

～ 98,566
令和 １０ 年度

令和 ７ 年度

～ 83,860
令和 １０ 年度

令和 ７ 年度

～ 83,860
令和 １０ 年度

令和 ７ 年度

～ 77,614
令和 １０ 年度

令和 ７ 年度

～ 137,293
令和 １０ 年度

1,206,464

南松尾はつが野学園給食自校調理
委託事業

計

南池田中学校給食自校調理委託事
業

信太中学校給食自校調理委託事業

（仮称）富秋学園施工管理支援事
業

国府小学校給食自校調理委託事業

北池田中学校給食自校調理委託事
業

限    度    額

救助工作車整備事業

市営住宅設計等事務支援委託事業
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 第　４　表 地 方 債

償　　還　　の　　方　　法

借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内

20 3

69,600 20 3

7,600 5 1

186,700 10 2

242,900 10 2

27,000 20 3

23,600 20 3

7,000 20 3

75,100 20 3

214,100 20 3

11,100 20 3

109,800 10 2

81,600 20 5

33,300 20 3

653,100 20 5

123,300 20 5

50,900 20 5

343,500 20 3

452,500 25 5

152,100 20 3

779,400 30 5

436,300 20 3

4,204,400

農業施設整備事業

産業振興プラザ整備
事業

防災施設整備事業

老人集会所整備事業

リージョンセンター
整備事業

電気自動車整備事業

普通貸借
又 は
証券発行

年5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金等につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては当
該見直し後
の率）

自転車等駐車場整備
事業

児童福祉施設整備事
業

保健センター整備事
業

人権文化センター整
備事業

いずみ霊園整備事業

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法

利 率

計

道路橋梁整備事業

河川整備事業

都市計画整備事業

市営住宅整備事業

政 府
銀 行
その他

年賦若しく
は半年賦、
元利均等若
しくは元金
均等償還又
は満期一括
償還

左記の条件
の範囲内に
おいて借入
先に融資条
件がある場
合、その条
件に従うこ
とができ
る。
ただし、市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し、若し
くは繰上償
還又は低利
に借換えす
ることがで
きる。

庁舎第１分館整備事
業

北部コミュニティセ
ンター整備事業

災害援護資金貸付事
業

123,900

消防施設整備事業

義務教育施設整備事
業

社会教育施設整備事
業

北信太駅前整備事業
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議案第 ３ 号 

 

   令和７年度 和泉市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和７年度和泉市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，０２６，４６０千円

と定める。 

２ 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することのできる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

４，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   
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第　１　表　　歳入歳出予算（事業勘定）

  １  歳  入 （単位：千円）

1

1 国民健康保険料

2

1 一部負担金

3

1 手数料

4

1 国庫補助金

5

1 府補助金

6

1 財産運用収入

7

1 一般会計繰入金

2 基金繰入金

8

1 繰越金

9

1 延滞金及び過料

2 貸付金元利収入

3 雑入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 18,026,460

20,000

60

7,069

繰越金 1

1

諸収入 27,129

繰入金 1,637,767

1,616,954

20,813

12,810,401

財産収入 800

800

国庫支出金 2,131

2,131

府支出金 12,810,401

1

使用料及び手数料 1,380

1,380

国民健康保険料 3,546,850

3,546,850

一部負担金 1

款 項 金　　　額
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  ２  歳  出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

2 徴収費

3 運営協議会費

4 趣旨普及費

2

1 療養諸費

2 高額療養費

3 移送費

4 出産育児諸費

5 葬祭費

6 精神・結核医療給付金

7 傷病手当金

3

1 医療給付費分

2 後期高齢者支援金等分

3 介護納付金分

4

1 特定健康診査等事業費

2 保健事業費

5

1 基金積立金

6

1 一般公債費

7

1 償還金及び還付加算金

8

1 予備費 50,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 18,026,460

諸支出金 8,980

8,980

予備費 50,000

800

公債費 680

680

126,432

94,676

基金積立金 800

1,088,038

379,537

保健事業費 221,108

100

国民健康保険事業費納付金 4,972,896

3,505,321

60,026

12,100

33,054

10,625,288

1,803,070

195

362

330

保険給付費 12,533,833

総務費 238,163

120,284

117,187

款 項 金　　　額
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 第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

事　　　　　　　項 期　　　　間

千円
令和 ７ 年度

～ 3,658
令和 ８ 年度

限    度    額

受診券等印刷及び封入封緘事業
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議案第 ４ 号 

 

   令和７年度 和泉市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 

 令和７年度和泉市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９５，３８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することのできる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   
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第　１　表　　歳入歳出予算

  １  歳  入 （単位：千円）

1

1 財産売払収入

2

1 一般会計繰入金

3

1 市債

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 695,384

229,544

市債 130,000

130,000

財産収入 335,840

335,840

繰入金 229,544

款 項 金　　　額
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  ２  歳  出 （単位：千円）

1

1 公共用地先行取得事業費

2

1 公債費

3

1 一般会計繰出金

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 695,384

229,244

諸支出金 335,840

335,840

公共用地先行取得事業費 130,300

130,300

公債費 229,244

款 項 金　　　額
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 第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

事　　　　　　　項 期　　　　間

千円
令和 ７ 年度

～ 20,700
令和 ８ 年度

限    度    額

北信太駅前整備事業
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 第　３　表 地 方 債

償　　還　　の　　方　　法

借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内

130,000 10 4

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法

利 率

公共用地先行取得
事業

普通貸借
又 は
証券発行

年5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金等につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては当
該見直し後
の率）

政 府
銀 行
その他

年賦若しく
は半年賦、
元利均等若
しくは元金
均等償還又
は満期一括
償還

左記の条件
の範囲内に
おいて借入
先に融資条
件がある場
合、その条
件に従うこ
とができ
る。
ただし、市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し、若し
くは繰上償
還又は低利
に借換えす
ることがで
きる。
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議案第 ５ 号 

 

   令和７年度 和泉市介護保険事業特別会計予算 

 

 令和７年度和泉市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，６８５，３８９千円

と定める。 

２ 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することのできる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

23



第　１　表　　歳入歳出予算（事業勘定）

  １  歳  入 （単位：千円）

1

1 介護保険料

2

1 負担金

3

1 手数料

4

1 国庫負担金

2 国庫補助金

5

1 支払基金交付金

6

1 府負担金

2 府補助金

7

1 財産運用収入

8

1 一般会計繰入金

2 基金繰入金

9

1 繰越金

10

1 延滞金及び過料

2 貸付金元利収入

3 雑入 2,066

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 17,685,389

諸収入 2,419

321

32

180,000

繰越金 1

1

83

繰入金 2,882,628

2,702,628

2,251,840

332,172

財産収入 83

支払基金交付金 4,535,170

4,535,170

府支出金 2,584,012

国庫支出金 3,800,806

3,006,667

794,139

45

使用料及び手数料 378

378

保険料 3,879,847

3,879,847

分担金及び負担金 45

款 項 金　　　額
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  ２  歳  出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

2 徴収費

3 介護認定審査会費

4 運営協議会費

2

1 介護サービス給付費

2 介護予防サービス等給付費

3 高額介護サービス給付費

4 高額医療合算介護サービス給付

費

5 特定入所者介護サービス給付費

6 保険給付諸費

3

1 介護予防・日常生活支援総合事

業費

2 包括的支援事業・任意事業費

4

1 基金積立金

5

1 公債費

6

1 償還金及び還付加算金

7

1 予備費

款 項 金　　　額

総務費 558,807

326,830

38,431

14,788,150

606,818

481,146

193,296

250

保険給付費 16,182,034

13,153

地域支援事業費 907,414

611,587

56,202

236,565

83

公債費 1,000

1,000

295,827

基金積立金 83

30,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 17,685,389

諸支出金 6,051

6,051

予備費 30,000
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 第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

事　　　　　　　項 期　　　　間

千円
令和 ７ 年度

～ 9,570
令和 ８ 年度

千円
令和 ７ 年度

～ 21,999
令和 ８ 年度

限    度    額

高齢者保健福祉計画及び介護保険
事業計画策定事業

納付書等印刷及び封入封緘事業
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議案第 ６ 号 

 

   令和７年度 和泉市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 令和７年度和泉市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５８５，２２０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１８日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   
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第　１　表　　歳入歳出予算

  １  歳  入 （単位：千円）

1

1 後期高齢者医療保険料

2

1 手数料

3

1 一般会計繰入金

4

1 繰越金

5

1 延滞金・加算金及び過料

2 償還金及び還付加算金

3 受託事業収入

4 雑入

6

1 国庫補助金

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 3,585,220

55

国庫支出金 14,489

14,489

187

10

4,961

繰越金 1

1

諸収入 5,213

151

繰入金 748,961

748,961

後期高齢者医療保険料 2,816,405

2,816,405

使用料及び手数料 151

款 項 金　　　額
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  ２  歳  出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

2 徴収費

2

1 広域連合納付金

3

1 償還金及び還付加算金

4

1 予備費

款 項 金　　　額

総務費 70,504

53,259

17,245

広域連合納付金 3,510,848

3,510,848

諸支出金 2,868

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 3,585,220

2,868

予備費 1,000

1,000
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